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(57)【要約】
【課題】ズーム機能を利用して撮影する際に、容易に構
図を決定することができる撮像装置および撮像システム
を提供すること。
【解決手段】撮像素子２は、被写体の光学的な像を撮像
して、電気的な画像信号に変換する。表示制御部１４は
、マイクロコンピュータ７から受け取った補助モード関
連情報に基づいて、撮像素子２より得られる画像信号に
基づく撮影画像の一部の領域に演算処理を施して拡大画
像を生成する。表示制御部１４は、拡大すべき一部の領
域の範囲を示す電子ズーム枠を設定し、表示すべき表示
画像を生成して出力する。ＬＣＤ表示部１３は、表示制
御部１４の出力に基づいて表示画像を表示する。表示画
像は、撮影画像、拡大画像、および電子ズーム枠を含む
。ＬＣＤ表示部１３は、撮影画像および拡大画像をそれ
ぞれ異なる表示領域に配置して同時に表示可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の光学的な画像信号を出力する撮像装置であって、
　前記被写体の光学的な像を撮像して、電気的な画像信号に変換する撮像素子と、
　撮影モードの選択時に、前記撮像素子より得られる画像信号に基づく撮影画像から任意
に選択された一部の領域に演算処理を施して拡大画像を生成する電子ズーム手段と、
　拡大すべき前記一部の領域の範囲を示す電子ズーム枠を設定する電子ズーム枠設定手段
と、
　表示すべき表示画像を生成して出力する表示制御手段と、
　前記表示制御手段の出力に基づいて前記表示画像を表示する表示手段とを備え、
　前記表示画像は、前記撮影画像と、前記電子ズーム手段によって生成された前記拡大画
像と、前記電子ズーム枠設定手段によって設定された前記電子ズーム枠とを含み、
　前記撮影モードの選択時であってレリーズボタンの操作前に、前記表示手段は、前記撮
影画像および前記拡大画像をそれぞれ異なる表示領域に配置して同時に表示可能であり、
　レリーズボタンの半押しに応答して、拡大画像の表示範囲に対応する被写体に対して合
焦が行われることを特徴とする、撮像装置。
【請求項２】
　さらに、前記電子ズーム枠に関する情報を受け付ける電子ズーム枠情報受付手段を備え
、
　前記電子ズーム枠設定手段は、前記電子ズーム枠情報受付手段が受け付けた情報に基づ
いて前記電子ズーム枠を設定することを特徴とする、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記電子ズーム枠に関する情報は、前記電子ズーム枠のアスペクト比、大きさ、および
配置のうち少なくとも１つに関する情報であることを特徴とする、請求項２に記載の撮像
装置。
【請求項４】
　さらに、前記被写体の光学的な像を変倍する光学ズーム手段と、
　前記光学ズーム手段の変倍率を指示するための情報の入力を受け付ける倍率受付手段と
を備え、
　前記倍率受付手段と、前記電子ズーム枠情報受付手段とは、同一の入力手段であり、
　前記電子ズーム枠情報受付手段は、前記電子ズーム枠の大きさに関する情報を受け付け
ることを特徴とする、請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　さらに、前記被写体の光学的な像を変倍する光学ズーム手段を備え、
　前記撮影画像は、前記光学ズーム手段がほぼ最短焦点距離状態にある際に得られる画像
であることを特徴とする、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記表示画像は、前記撮影画像および前記拡大画像のズームに関する情報を含むことを
特徴とする、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示画像は、前記拡大画像の画素数に関する情報を含むことを特徴とする、請求項
１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　さらに、前記撮影画像を記録する記録手段を備え、
　前記記録手段が前記拡大画像を記録することを特徴とする、請求項１に記載の撮像装置
。
【請求項９】
　さらに、前記電子ズーム枠情報受付手段が受け付けた前記電子ズーム枠に関する情報を
確定するための確定指示を受け付ける確定指示受付手段を備えることを特徴とする、請求
項２に記載の撮像装置。
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【請求項１０】
　さらに、前記確定指示受付手段が前記確定指示を受け付けると、前記撮影画像に対する
前記拡大画像の倍率を算出する倍率算出手段を備える、請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　さらに、前記確定指示受付手段が前記確定指示を受け付けると、前記倍率算出手段によ
って算出された倍率に対応するように前記像を光学的に変倍する光学ズーム手段を備える
、請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記表示画像は、前記倍率に関する情報を含むことを特徴とする、請求項１１に記載の
撮像装置。
【請求項１３】
　前記表示制御手段は、前記確定指示受付手段が前記確定指示を受け付けると、前記拡大
画像を更新せずに参照画像として出力することを特徴とする、請求項１１に記載の撮像装
置。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記確定指示受付手段が前記確定指示を受け付けると、前記撮影
画像を更新せずに参照画像として出力し、前記拡大画像に替えて、前記画像信号に基づく
撮影画像を出力することを特徴とする、請求項１１に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　さらに、前記撮像装置の移動に伴う回転角を算出する回転角算出手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記参照画像における前記撮影画像の範囲を示す光学ズーム枠を
前記表示画像と共に出力し、前記回転角算出手段によって算出された前記回転角に応じて
前記光学ズーム枠を移動させ、
　前記表示手段は、前記表示制御手段から出力される前記光学ズーム枠を前記表示画像と
共に表示することを特徴とする、請求項１４に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等の撮像装置およびそれらカ
メラを含む撮像システムに関し、より特定的には、ズーム機能を備えるデジタルスチルカ
メラ、デジタルビデオカメラ等の撮像装置およびそれらカメラを含む撮像システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術の発展に伴い、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの固体撮像素子を備えるデジ
タルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等の撮像装置が広く普及している。これらの撮
像装置は、撮影した画像データを撮像装置自身で再生することはもちろん、パーソナルコ
ンピュータやテレビジョン受信機等に画像データを転送して表示したり、加工したりする
ことが可能である。さらに、デジタルスチルカメラには、静止画だけでなく、動画も記録
することができるものが多く登場している。
【０００３】
　従来の撮像装置は、横：縦のアスペクト比が４：３である標準画像フォーマットに対応
するものがほとんどであった。一方で、横：縦のアスペクト比が１６：９であるハイビジ
ョン放送に対応したワイドテレビが普及してきている。このアスペクト比が１６：９であ
るワイドテレビを用いて、標準画像フォーマットに対応する撮像装置で撮影したアスペク
ト比４：３の静止画や動画を再生した場合、画像の左右両側が不足しているため、ワイド
テレビの迫力を活かしきることができない。よって、ワイドテレビの迫力を活かすために
、アスペクト比が１６：９であるワイド画像フォーマットに対応する静止画または動画の
撮影が求められている。
【０００４】
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　また、デジタルスチルカメラ等の撮像装置は、ＣＣＤなどの撮像素子を利用して、被写
体の光学的な像を電気的な画像信号に変換する。近年、撮像素子の高精細化や高感度化、
あるいは加工技術の進展による非球面レンズの採用などにより、コンパクトでより高倍率
ズーム機能を有する撮像光学系の設計が可能となっている。したがって、初心者でも手軽
に高倍率ズーム写真を楽しめる撮像装置が登場している。
【０００５】
　一方、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置において、撮影画像
の構図を変更するための方法として、撮影した記録画像のうちの一部を切り出す手法が提
案されている。例えば、デジタルスチルカメラにおいて、記録画像を再生する際に所望の
領域を指定して画像を切り取るトリミング機能は、一般的な手法として用いられている。
また、デジタルビデオカメラにおいても、広角レンズを用いて撮影し、記録した映像を再
生する際に、ユーザが指定する領域を表示画面の大きさに拡大して表示する手法が提案さ
れている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３６９０６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述のトリミング機能を有する撮像装置や、特許文献１に記載の従来の
撮像装置において、記録した画像の一部を切り出して拡大表示する場合、切り出す画像が
小さくなるほど画素数が減少する。したがって、切り出した画像を拡大表示した際に、画
質が劣化してしまうという問題がある。
【０００８】
　また、高倍率のズーム機能を有する撮像装置を用いて撮影する場合、ユーザは、撮像装
置に搭載されたファインダーや液晶表示装置等のディスプレイを見ながら倍率を変更する
ことによって、多様な構図を設定することができる。その反面、ディスプレイに表示され
る被写体は倍率に比例して拡大されるため、倍率が上がるにつれて全体的な構図を把握す
ることが困難になるという問題がある。したがって、高倍率で撮影を行う場合、ユーザは
、光学ズームの倍率を上下させながら、試行錯誤して構図を決定しなければならない。こ
のため、適切な構図を決定するまでに時間がかかってしまうため、効率よく構図を決定す
ることができない。
【０００９】
　それゆえに、本発明の目的は、ズーム機能を利用して撮影する際に、効率よく構図を決
定することができる撮像装置および撮像システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、被写体の光学的な画像信号を出力する撮像装置であって、被写体の光学的な
像を撮像して、電気的な画像信号に変換する撮像素子と、撮影モードの選択時に、撮像素
子より得られる画像信号に基づく撮影画像から任意に選択された一部の領域に演算処理を
施して拡大画像を生成する電子ズーム手段と、拡大すべき一部の領域の範囲を示す電子ズ
ーム枠を設定する電子ズーム枠設定手段と、表示すべき表示画像を生成して出力する表示
制御手段と、表示制御手段の出力に基づいて表示画像を表示する表示手段とを備える。表
示画像は、撮影画像と、電子ズーム手段によって生成された拡大画像と、電子ズーム枠設
定手段によって設定された電子ズーム枠とを含む。撮影モードの選択時であってレリーズ
ボタンの操作前に、表示手段は、撮影画像および拡大画像をそれぞれ異なる表示領域に配
置して同時に表示可能である。レリーズボタンの半押しに応答して、拡大画像の表示範囲
に対応する被写体に対して合焦が行われる。
【００１１】
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　本発明によれば、撮影画像と、拡大画像と、電子ズーム枠とが表示画像として出力され
、撮影画像および拡大画像は、それぞれ異なる表示領域に同時に表示される。また、表示
手段には、拡大領域の範囲を示す電子ズーム枠が表示される。これにより、ユーザは、表
示手段に表示される表示画像を参照し、電子ズームにより得られる拡大画像が撮影画像の
どこに位置するかを容易に把握することができる。したがって、拡大画像の構図を効率よ
く決定することができる。
【００１２】
　さらに、電子ズーム枠に関する情報を受け付ける電子ズーム枠情報受付手段を備え、電
子ズーム枠設定手段は、電子ズーム枠情報受付手段が受け付けた情報に基づいて電子ズー
ム枠を設定してもよい。
【００１３】
　これにより、電子ズーム枠が示す拡大画像の範囲を変更することによって、ユーザが所
望する構図を決定することができる。よって、撮像装置の向きを変更したり、光学ズーム
のために撮像光学系を調整したりする必要がないため、迅速かつ容易に構図を決定するこ
とができる。
【００１４】
　一例として、電子ズーム枠に関する情報は、電子ズーム枠のアスペクト比、大きさ、お
よび配置のうち少なくとも１つに関する情報である。
【００１５】
　さらに、電子ズーム枠情報受付手段が受け付けた電子ズーム枠に関する情報を確定する
ための確定指示を受け付ける確定指示受付手段とを備え、表示制御手段は、確定指示受付
手段が確定指示を受け付けると、拡大画像を更新せずに参照画像として出力してもよい。
【００１６】
　これにより、構図が確定されると、拡大画像は更新されずに参照画像として出力される
こととなる。よって、ユーザは、参照画像を参照して、撮影画像の構図を決定することが
できる。
【００１７】
　さらに、電子ズーム枠情報受付手段が受け付けた電子ズーム枠に関する情報を確定する
ための確定指示を受け付ける確定指示受付手段を備え、表示制御手段は、確定指示受付手
段が確定指示を受け付けると、撮影画像を更新せずに参照画像として出力し、拡大画像に
替えて、画像信号に基づく撮影画像を出力してもよい。
【００１８】
　これにより、構図が確定されると、撮影画像は更新されずに参照画像として出力される
こととなる。よって、ユーザは、参照画像を参照して、撮影画像の構図を決定することが
できる。
【００１９】
　さらに、撮影画像に対する拡大画像の倍率を算出する倍率算出手段を備えていてもよい
。
【００２０】
　さらに、倍率算出手段によって算出された倍率に対応するように像を光学的に変倍する
光学ズーム手段を備えていてもよい。
【００２１】
　これにより、拡大画像の構図が確定されると、拡大画像の倍率に対応するように像が光
学的に変倍される。よって、ズーム作業の２度手間を防止することができる。また、光学
ズームにより得られた撮影画像は、電子ズームによる画像の拡大に伴う画質の劣化が生じ
ない。
【００２２】
　また、表示制御手段は、撮影画像の倍率に関する情報を表示画像と共に出力し、表示手
段は、表示制御手段から出力される撮影画像の倍率に関する情報を表示画像と共に表示し
てもよい。
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【００２３】
　これにより、撮影画像の倍率に関する情報に基づき、撮影画像の倍率に関する情報が撮
像装置に表示されることとなる。よって、ユーザは、拡大画像の倍率に対応するように、
被写体の光学的な像を変倍することができる。
【００２４】
　倍率算出手段は、確定指示受付手段が確定指示を受け付けると倍率を算出することとし
てもよい。
【００２５】
　さらに、撮像装置の移動に伴う回転角を算出する回転角算出手段を備え、表示制御手段
は、参照画像における撮影画像の範囲を示す光学ズーム枠を表示画像と共に出力し、回転
角算出手段によって算出された回転角に応じて光学ズーム枠を移動させ、表示手段は、表
示制御手段から出力される光学ズーム枠を表示画像と共に表示してもよい。
【００２６】
　これにより、参照画像には、確定された画像の画像範囲を示す電子ズーム枠と、光学ズ
ームにより得られる撮影画像の範囲を示す光学ズーム枠とが表示される。よって、ユーザ
は、光学ズーム枠が電子ズーム枠に重なるように、撮像装置の向きを変えることによって
、撮影画像の構図を、拡大画像を参照して確定した構図と確実に一致させることができる
。
【００２７】
　また、撮影画像は、光学ズーム手段がほぼ最短焦点距離状態にある際に得られる画像で
あるとよい。これにより、構図を決定する際に参照する撮影画像がより広い範囲をカバー
することができる。
【００２８】
　さらに、被写体の光学的な像を変倍する光学ズーム手段と、光学ズーム手段の変倍率を
指示するための情報の入力を受け付ける倍率受付手段を備え、倍率受付手段と、電子ズー
ム枠情報受付手段とは、同一の入力手段であり、電子ズーム枠情報受付手段は、前記電子
ズーム枠の大きさに関する情報を受け付けることとしてもよい。
【００２９】
　これにより、部品点数が削減されることとなるため、撮像装置を安価に構築することが
できる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ズーム機能を利用して撮影する際に、効率よく構図を決定することが
できる撮像装置および撮像システムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る撮像装置２１の構成を示すブロック図
【図２】図１に示す撮像装置２１の撮影時の動作を示すフローチャート
【図３】図２の補助モード設定処理における撮像装置２１の動作を示すフローチャート
【図４】実施の形態１において、ＬＣＤ表示部１３に表示される画像の一例を示す図
【図５】図２の構図適合処理における撮像装置２１の動作を示すフローチャート
【図６】本発明の実施の形態２に係る撮像装置２１の構成を示すブロック図
【図７】実施の形態２において、ＬＣＤ表示部１３に表示される画像の一例を示す図
【図８】実施の形態２において、図２の構図適合処理における撮像装置２１の動作を示す
フローチャート
【図９】撮像装置２１、参照画像Ｐ４および光学ズーム枠Ｆｂの配置を模式的に示す上面
図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　（実施の形態１）
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　図１は、本実施の形態１に係る撮像装置２１の構成を示すブロック図である。図１に示
す撮像装置２１は、例えば、デジタルスチルカメラである。
【００３３】
　撮像装置２１は、ユーザにより補助モードが選択されると、後述する撮像素子により得
られ、所定の画像処理を施した画像信号に基づく撮影画像（以下、第１の画像と呼ぶ）を
表示する。また、撮像装置２１は、第１の画像の一部をトリミングし、演算処理を施して
拡大した拡大画像（以下、第２の画像と呼ぶ）を第１の画像と共に表示する。第１の画像
および第２の画像は、それぞれ異なる表示領域に同時に表示される。また、撮像装置２１
は、第２の画像の画像範囲を示すための枠（以下、電子ズーム枠と呼ぶ）を第１の画像に
重畳させた状態で表示する。ユーザにより電子ズーム枠の大きさや位置が決定され、第２
の画像の構図が確定すると、撮像装置２１は、第２の画像と同じ倍率になるように被写体
の像を光学的に変倍する。
【００３４】
　また、撮像装置２１は、複数の画像フォーマットに対応する。本実施の形態では、撮像
装置２１は、横：縦のアスペクト比が４：３の画像フォーマットと、１６：９の画像フォ
ーマットとに対応するものとして説明する。以下、画像範囲の横：縦のアスペクト比が４
：３である画像フォーマットを標準画像フォーマットと呼び、画像範囲の横：縦のアスペ
クト比が１６：９である画像フォーマットをワイド画像フォーマットと呼ぶ。
【００３５】
　図１において、撮像装置２１は、撮影レンズ群１と、撮像素子２と、撮像素子駆動制御
部３と、アナログ信号処理部４と、Ａ／Ｄ変換部５と、デジタル信号処理部６と、マイク
ロコンピュータ７と、ズームレンズ駆動部８と、補助モード選択スイッチ（ＳＷ）９ａと
、電子ズーム枠移動スイッチ（ＳＷ）９ｂと、ズームレバー１０と、画像フォーマット選
択スイッチ（ＳＷ）１１と、操作パネル制御部１２と、ＬＣＤ表示部１３と、表示制御部
１４と、バッファメモリ１５と、記録メディア１６と、記録制御部１７と、記憶部１８と
を備える。
【００３６】
　撮影レンズ群１は、被写体の光学的な像を変倍可能に形成する撮像光学系である。撮影
レンズ群１は、変倍時に光軸に沿って移動するズームレンズ１ａを含む。撮像素子２は、
例えば、ＣＣＤイメージセンサであり、撮像素子駆動制御部３によって駆動される。撮像
素子２は、撮影レンズ群１を介して受光した被写体の像を電子信号に変換し、画像信号と
して出力する。撮像素子２の横：縦のアスペクト比は、例えば、ワイド画像フォーマット
と同じアスペクト比である１６：９である。撮像装置２１がワイド画像フォーマットに対
応する場合、撮像素子２の領域のほぼ全ての信号が使用され、標準画像フォーマットに対
応する場合、撮像素子２の中央部の４：３の領域の信号が使用される。
【００３７】
　アナログ信号処理部４は、撮像素子２から出力される画像信号に、ガンマ処理などの所
定のアナログ信号処理を施す。Ａ／Ｄ変換部５は、アナログ信号処理部４から出力される
アナログの画像信号をデジタルの画像信号に変換する。デジタル信号処理部６は、デジタ
ル変換された画像信号に対して、ノイズ除去や輪郭強調などのデジタル処理を施す。
【００３８】
　記憶部１８は、例えば、ＲＯＭあるいはＲＡＭ等のメモリであって、第１および第２の
画像をＬＣＤ表示部１３に表示するために必要な情報（以下、補助モード関連情報と呼ぶ
）を格納する。補助モード関連情報は、例えば、第１の画像、第２の画像、および電子ズ
ーム枠の大きさや表示位置を示す情報を含む。また、補助モード関連情報は、第１および
第２の画像に関する情報（以下、画像情報と呼ぶ）をＬＣＤ表示部１３に表示するために
必要な情報を含む。
【００３９】
　マイクロコンピュータ７は、撮像装置２１の諸設定や撮影操作の制御、または撮像素子
２から得られる画像信号の表示、記録等の制御、記録された画像データの再生表示、さら
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には図示しないパーソナルコンピュータやプリンタなど、他の機器との情報通信の制御な
ど、撮像装置２１の動作全般を制御する。マイクロコンピュータ７は、ユーザにより補助
モードが選択されると、記憶部１８から補助モード関連情報を読み出し、デジタル信号処
理部６によって処理された画像信号と共に表示制御部１４に渡す。
【００４０】
　ズームレンズ駆動部８は、ズームレンズ１ａを光軸Ｌ方向に駆動し、撮像素子２に結像
する被写体の焦点距離、すなわち被写体の結像倍率を変化させる。ズームレンズ駆動部８
がズームレンズ１ａを広角側に駆動し、焦点距離が短くなると、撮像素子２に結像する光
学的な被写体の像は小さくなる。一方、ズームレンズ駆動部８がズームレンズ１ａを望遠
側に駆動し、焦点距離が長くなると、撮像素子２に結像する被写体の像は大きくなる。ズ
ームレンズ１ａはステッピングモータなどの駆動装置にてステップ駆動されるので、焦点
距離はステップ数に応じて一義的に決定される。このように、ズームレンズ１ａおよびズ
ームレンズ駆動部８からなる光学ズーム手段によって光学的に変倍された被写体の像は、
撮像素子２によって画像信号に変換される。これにより、光学ズームによる画像が得られ
る。ここで、光学ズームにより画像を得るとは、光学的に変倍した被写体の像を画像信号
に変換することによって画像を得ることをいう。
【００４１】
　補助モード選択スイッチ９ａは、ユーザによって操作される操作入力手段の一つであり
、補助モードを選択するために用いられる。
【００４２】
　電子ズーム枠移動スイッチ９ｂは、ユーザによって操作される操作入力手段の一つであ
り、電子ズーム枠を移動させるために用いられる。
【００４３】
　ズームレバー１０は、ユーザによって操作される操作入力手段の１つであり、ズームレ
ンズ１ａを移動させて焦点距離、すなわち被写体の像の倍率を指示するために用いられる
。また、ズームレバー１０は、電子ズーム枠の大きさを指示するために操作される。また
、ズームレバー１０は、記録メディア１６に記録された画像をＬＣＤ表示部１３に表示さ
せる際の画像の倍率を指示するために操作される。
【００４４】
　画像フォーマット選択スイッチ１１は、ユーザによって操作される操作入力手段の一つ
であり、標準画像フォーマットとワイド画像フォーマットとを切替えるために用いられる
。
【００４５】
　操作パネル制御部１２は、撮像装置２１の各部に設置された電源やシャッタ、メニュー
切替えボタンなど様々な操作入力手段からの信号を制御する。操作パネル制御部１２は、
補助モード選択スイッチ９ａ、電子ズーム枠移動スイッチ９ｂ、ズームレバー１０、また
は画像フォーマット選択スイッチ１１が操作されると、操作内容をマイクロコンピュータ
７に通知する。
【００４６】
　表示制御部１４は、ＬＣＤ表示部１３に表示させる画像や情報を制御する。表示制御部
１４は、マイクロコンピュータ７からの指示に従い、ＬＣＤ表示部１３に表示させる画像
の画像範囲を定義する。例えば、ＬＣＤ表示部１３が、アスペクト比が１６：９となるワ
イド形状を有している場合、表示制御部１４は、ワイド画像フォーマットの画像を表示す
る際に、ＬＣＤ表示部１３の画面全域を用いて画像を表示し、標準画像フォーマットの画
像を表示する際には、例えば画面の左右端の領域を使用せずに、画面の中央部に画像を表
示する。また、表示制御部１４は、補助モード関連情報および画像信号を受け取ると、補
助モード関連情報に基づき、画像情報や電子ズーム枠と共に、第１の画像および第２の画
像をＬＣＤ表示部１３に表示させる。
【００４７】
　表示制御部１４は、撮影画像である第１の画像の一部の領域に演算処理を施して拡大し
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、第２の画像として表示する。第２の画像は、第１の画像のうち、電子ズーム枠で囲まれ
た領域を拡大したものである。また、表示制御部１４は、マイクロコンピュータ７からの
指示に従って電子ズーム枠の配置や大きさを変更し、それと共にＬＣＤ表示部１３に出力
する第２の画像を更新する。このように、マイクロコンピュータ７および表示制御部１４
からなる電子ズーム手段によって、第２の画像が生成される。これにより、電子ズームに
よる画像が得られる。ここで、電子ズームにより画像を得るとは、第１の画像の一部の領
域、すなわち電子ズーム枠で囲まれている領域に演算処理を施して拡大画像を生成するこ
とをいう。
【００４８】
　ＬＣＤ表示部１３は、撮像装置２１に設置された液晶パネル（ＬＣＤ）などの表示部で
ある。近年、液晶パネルの普及に伴い、低価格でワイド画面にも対応する大きな表示装置
の搭載が可能となってきている。ＬＣＤ表示部１３は、撮像素子２より得られ、所定の画
像処理が施された画像信号を可視画像としてユーザに表示する。また、ＬＣＤ表示部１３
は、撮像装置２１の設定を行うメニュー画面、露出や合焦の状態など撮影に必要な情報等
を表示する。
【００４９】
　バッファメモリ１５は、撮像装置２１に内蔵されており、画像データを一時的に保存す
る。記録メディア１６は、例えば、着脱可能な半導体メモリカードであり、撮影された画
像データや、撮影時の設定などの情報を記録保存する。
【００５０】
　記録制御部１７は、画像データや撮影時の設定などの情報を、バッファメモリ１５ある
いは記録メディア１６に記録する。
【００５１】
　次に、上記のような構成を有する撮像装置２１の動作について説明する。図２は、撮影
時における撮像装置２１の動作を示すフローチャートである。
【００５２】
　ステップＳ１１において、撮像装置２１の電源が投入されて起動し、撮影準備のための
初期設定がなされる。初期設定は、例えば、バッテリチェックや、レンズ初期位置移動、
記録メモリチェックなどである。ユーザ（撮影者）によって図示しない動作モードスイッ
チが操作され、撮影モードが選択される。撮像素子２は、画像信号を出力し、撮像素子２
から出力された画像信号は、アナログ信号処理部４、Ａ／Ｄ変換部５およびデジタル信号
処理部６を介してマイクロコンピュータ７に出力される。表示制御部１４は、マイクロコ
ンピュータ７から画像信号を受け取り、ＬＣＤ表示部１３に画像を表示する。これにより
、撮影準備が可能な状態となる。
【００５３】
　ステップＳ１２において、撮像装置２１は、ユーザによって選択された画像フォーマッ
トを受け付ける。ユーザは、画像フォーマット選択スイッチ１１を操作し、標準画像フォ
ーマットまたはワイド画像フォーマットのいずれかの画像フォーマットを選択する。ここ
で、撮像装置２１には、所定の画像フォーマットがデフォルトとして設定されている。例
えば、標準画像フォーマットがデフォルトとして設定されている場合、ユーザの操作によ
って画像フォーマットが変更されるまで、標準画像フォーマットの画像がＬＣＤ表示部１
３に表示される。以下、標準画像フォーマットが選択された場合を例に説明する。
【００５４】
　ステップＳ１３において、撮像装置２１は、ユーザによって選択された補助モード（以
下、第１の補助モードと呼ぶ）を受け付ける。ユーザは、補助モード選択スイッチ９ａを
操作し、第１の補助モードを選択する。
【００５５】
　続くステップＳ１４において、補助モード設定処理が行われる。図３は、図２に示す補
助モード設定処理における撮像装置２１の動作を示すフローチャートである。
【００５６】
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　まず、ステップＳ２５において、マイクロコンピュータ７は、ズームレンズ駆動部８に
ズームレンズ１ａを駆動させ、最短焦点距離状態とする。最短焦点距離状態とは、焦点距
離が最短となる広角端（ワイド端）にズームレンズ１ａが位置する状態であり、このとき
、光学ズームの倍率は１．０倍である。操作パネル制御部１２は、ズームレンズ駆動部８
によるズームレンズ１ａの駆動に先立ち、ズームレバー１０をズームレンズ駆動部８から
切り離し、ユーザによるズームレバー１０の操作によって、ズームレンズ１ａが駆動され
ないようにする。
【００５７】
　次に、マイクロコンピュータ７は記憶部１８を参照し（ステップＳ２６）、記憶部１８
から補助モード関連情報を読み出す（ステップＳ２７）。マイクロコンピュータ７は、読
み出した補助モード関連情報を画像信号と共に表示制御部１４に渡す。
【００５８】
　続くステップＳ２８～Ｓ３０において、表示制御部１４は、受け取った補助モード関連
情報に基づき、電子ズーム枠および画像情報と共に、第１の画像および第２の画像をＬＣ
Ｄ表示部１３に表示させる。
【００５９】
　ステップＳ２８において、表示制御部１４は、マイクロコンピュータ７から受け取った
画像信号に基づく撮影画像を第１の画像Ｐ１としてＬＣＤ表示部１３の左半分の領域に表
示させる。ここで、ＬＣＤ表示部１３に表示される第１の画像は、ズームレンズ１ａが最
短焦点距離状態にあるときに形成された画像である。
【００６０】
　ステップＳ２９において、表示制御部１４は、電子ズーム枠をＬＣＤ表示部１３に表示
させる。電子ズーム枠Ｆａは、第１の画像に重畳した状態で表示される。電子ズーム枠の
アスペクト比は、ステップＳ１２において選択された画像フォーマットのアスペクト比に
対応する。ここでは、電子ズーム枠Ｆａのアスペクト比は、標準画像フォーマットのアス
ペクト比に対応するものとする。また、補助モード関連情報には、初期設定として、電子
ズーム枠の大きさが第１の画像の半分の大きさであることを示す情報が含まれているもの
とする。したがって、電子ズーム枠は、第１の画像の半分の大きさでＬＣＤ表示部１３に
表示される。
【００６１】
　ステップＳ３０において、表示制御部１４は、第２の画像をＬＣＤ表示部１３に表示さ
せる。表示制御部１４は、第１の画像において電子ズーム枠で囲まれた範囲の画像に演算
処理を施して拡大し、ＬＣＤ表示部１３の右側に表示する。このとき、ＬＣＤ表示部１３
において、第２の画像は、第１の画像とは異なる表示領域に表示される。
【００６２】
　また、表示制御部１４は、第１の画像および第２の画像の下部に、それぞれ画像情報Ｃ
１およびＣ２を表示させる。第１の画像は、ズームレンズが最短焦点距離状態にあるとき
の撮影画像であるため、表示制御部１４は、第１の画像に関する画像情報として、ＬＣＤ
表示部１３に"光学画像：１．０倍"と表示させる。また、表示制御部１４は、第２の画像
の倍率を算出し、算出した倍率を画像の区別と共に画像情報としてＬＣＤ表示部１３に表
示させる。例えば、第２の画像の倍率が２倍である場合、表示制御部１４は、ＬＣＤ表示
部１３に"電子ズーム画像：２．０倍"と表示させる。
【００６３】
　図４（ａ）は、第１の補助モードが選択された場合に、ＬＣＤ表示部１３に表示される
画像の一例を示す図である。図４（ａ）において、第１の画像Ｐ１および第２の画像Ｐ１
は、左右に並んだ状態でＬＣＤ表示部１３に表示されており、電子ズーム枠は、第１の画
像Ｐ１に重畳した状態で表示されている。また、第１の画像Ｐ１および第２の画像Ｐ２の
下部には、それぞれの画像に関する画像情報が表示されている。
【００６４】
　図２の説明に戻り、ステップＳ１５において、撮像装置２１は、ユーザからの構図の変



(11) JP 2010-51018 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

更指示を受け付ける。ユーザは、第１の画像Ｐ１および電子ズーム枠Ｆａを参照しながら
、最終的に求める画像となる第２の画像Ｐ２の構図を決定する。ユーザは、第２の画像Ｐ
２の倍率を変更したい場合、ズームレバー１０を操作して電子ズーム枠Ｆａの大きさを変
更する。操作パネル制御部１２は、ズームレバー１０の操作内容を示す操作指示信号を生
成してマイクロコンピュータ７に渡す。マイクロコンピュータ７は、操作指示信号が示す
倍率を表示制御部１４に通知する。表示制御部１４は、通知された倍率に従って、電子ズ
ーム枠Ｆａの大きさおよび第２の画像Ｐ２の倍率を変更する。また、このとき、表示制御
部１４は、第２の画像Ｐ２の倍率を示す画像情報Ｃ２の表示も更新する。
【００６５】
　さらに、ユーザは、電子ズーム枠移動スイッチ９ｂを操作し、第１の画像Ｐ１中におけ
る電子ズーム枠Ｆａの位置を移動させて、最適な構図を決定する。電子ズーム枠移動スイ
ッチ９ｂの操作による電子ズーム枠の配置変更の指示は、操作パネル制御部１２およびマ
イクロコンピュータ７を介して表示制御部１４に通知される。表示制御部１４は、マイク
ロコンピュータ７からの指示に従い、第１の画像Ｐ１に重畳して表示されている電子ズー
ム枠Ｆａを移動させる。また、表示制御部１４は、電子ズーム枠Ｆａの移動に伴い、第２
の画像Ｐ２の表示を更新する。
【００６６】
　図４（ｂ）は、ユーザにより構図の変更が指示された場合に、ＬＣＤ表示部１３に表示
される画像の一例を示す図である。図４（ａ）において、第１の画像Ｐ１の中央に配置さ
れていた電子ズーム枠Ｆａは、図４（ｂ）において、画像の左端に移動されている。この
電子ズーム枠Ｆａの移動に伴い、電子ズーム枠Ｆａ内の画像を表示するための画像信号に
演算処理が施され、第２の画像Ｐ２の表示が更新される。また、図４（ｂ）において、電
子ズーム枠Ｆａの大きさは、図４（ａ）の状態から縮小されている。電子ズーム枠Ｆａが
縮小されたため、図４（ｂ）に示すように、第２の画像Ｐ２は拡大されて表示される。
【００６７】
　図２の説明に戻り、ステップＳ１６において、撮像装置２１は、第２の画像の構図が確
定したか否かを判断する。ユーザは、構図が確定すると、図示しない決定キーを押圧する
。当該決定キーが押圧されると、操作パネル制御部１２は、決定キーが操作されたことを
示す決定指示信号を生成してマイクロコンピュータ７に渡す。マイクロコンピュータ７は
、決定指示信号を受け取ると、拡大画像の構図が確定したと判断する。構図が確定しない
場合、つまり、ユーザにより決定キーが押圧されない場合、撮像装置２１は、ステップＳ
１５の動作に戻る。
【００６８】
　一方、構図が確定した場合、つまり、ユーザにより決定キーが押圧された場合、撮像装
置２１は、続くステップＳ１７において、構図適合処理を行う。図５は、図２の構図適合
処理における撮像装置２１の動作を示すフローチャートである。
【００６９】
　まず、ステップＳ３１において、マイクロコンピュータ７は、操作パネル制御部１２を
介して構図確定指示を受け取ると、第２の画像Ｐ２を表示するための画像信号（以下、第
２の画像信号と呼ぶ）をバッファメモリ１５に格納するよう記録制御部１７に指示する。
記録制御部１７は、第２の画像信号をバッファメモリ１５に格納する。そして、マイクロ
コンピュータ７は、バッファメモリ１５に格納された第２の画像信号を表示制御部１４に
渡す。
【００７０】
　ステップＳ３２において、表示制御部１４は、第２の画像信号に基づく画像をＬＣＤ表
示部１３に表示する。構図が確定される前に表示されている第２の画像Ｐ２と異なり、バ
ッファメモリ１５に格納されている第２の画像信号に基づく画像は、更新されずにＬＣＤ
表示部１３に表示される。以下、更新されずに表示される第２の画像信号に基づく画像を
、第２の画像Ｐ２と区別するために参照画像と呼ぶ。
【００７１】
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　図４（ｃ）は、第１の画像および参照画像がＬＣＤ表示部１３に表示された場合におけ
る表示画像の一例を示す図である。図４（ｃ）に示すように、参照画像Ｐ３は、第２の画
像Ｐ２が表示されていた領域に表示される。第２の画像Ｐ２の構図が確定すると、表示制
御部１４は、ＬＣＤ表示部１３に表示させる画像を第２の画像から参照画像Ｐ３に切り替
える。また、このとき、表示制御部１４は、電子ズーム枠Ｆａを非表示とする。また、表
示制御部１４は、参照画像に関する情報である画像情報Ｃ３をＬＣＤ表示部１３に表示さ
せる。図４（ｃ）では、画像情報Ｃ３として"参照画像"が表示されている。
【００７２】
　ステップＳ３３において、マイクロコンピュータ７は、ズームレンズ１ａが最短焦点距
離状態にあるときに形成された第１の画像Ｐ１に対する参照画像Ｐ３の倍率を算出する。
【００７３】
　続くステップＳ３４において、撮像装置２１は、被写体の像を光学的に拡大する。マイ
クロコンピュータ７は、ズームレンズ駆動部８にズームレンズ１ａを駆動させ、被写体の
像の倍率が参照画像Ｐ３の倍率と等しくなる位置にズームレンズ１ａを移動させる。これ
により、光学ズームにより得られた第１の画像Ｐ１がＬＣＤ表示部１３に表示されること
となる。ＬＣＤ表示部１３に表示されている第１の画像Ｐ１の倍率は、参照画像Ｐ３の倍
率に等しい。
【００７４】
　ユーザは、第１の画像Ｐ１の構図が参照画像Ｐ３の構図と一致するように撮像装置２１
の向きを変え、光学ズームにより得られた第１の画像の構図を決定する。図４（ｃ）は、
参照画像Ｐ３を元に、第１の画像Ｐ１における構図が決定された際にＬＣＤ表示部１３に
表示される画像の一例を示す図である。
【００７５】
　図２の説明に戻り、ステップＳ１８において、撮影準備が行われる。ユーザが図示しな
いレリーズスイッチ（シャッタボタン）を半押しすると、露出決定のための測光作業や、
オートフォーカス機能による合焦作業が行われる。
【００７６】
　ステップＳ１９において、ユーザがレリーズスイッチを全押しすると、図示しないシャ
ッタ機構の開閉により、被写体の像が撮像素子２に露光されて電気信号に変換され、画像
信号として出力される。画像信号は、アナログ信号処理部４、Ａ／Ｄ変換部５、およびデ
ジタル信号処理部６によって処理される。マイクロコンピュータ７は、デジタル信号処理
部６から出力される画像信号を記録制御部１７に渡す。ステップＳ２０において、記録制
御部１７は、受け取った画像信号を記録メディア１６に記録する。これにより、撮影が完
了する。
【００７７】
　なお、撮影完了後、プレビュー機能がＯＮの場合には、ステップＳ２１において、撮影
した画像がＬＣＤ表示部１３に一定時間表示される。これにより、ユーザは、撮影した画
像を確認することができる。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態によれば、撮像装置には、ズームレンズが最短焦点距離状
態にあるときに形成された撮影画像と、当該撮影画像の一部の領域に演算処理を施して拡
大した拡大画像とが表示される。また、撮影画像には、拡大画像の範囲を示す電子ズーム
枠が表示される。これにより、ユーザは、ズーミング時の構図を確認すると共に、変倍さ
れた画像が撮影画像のどこに位置するのかを容易に確認することができる。したがって、
光学ズームにより得られた画像のみが表示される従来の撮像装置に比べ、効率よく構図を
決定することができる。また、電子ズーム枠の大きさや位置を調整することによって、拡
大画像の構図を決定することができるため、ユーザは、拡大画像の構図を決定する際に、
カメラの向きやズームレンズ等の撮像光学系を調整する必要がない。したがって、迅速か
つ容易に構図を決定することができる。
【００７９】
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　また、拡大画像の構図が確定すると、撮像装置は、拡大画像の倍率に応じて、被写体の
像を光学的に変倍する。これにより、ズーム作業の２度手間を防止することができると共
に、電子ズームによる画像の拡大に伴う画質の劣化を防止することができる。
【００８０】
　さらに、光学ズームにより得られた撮影画像は、構図が確定した拡大画像と共に表示さ
れる。したがって、ユーザは、撮像装置の向きを変えることによって、光学ズームにより
得られた撮影画像の構図を拡大画像の構図と確実に一致させることができる。
【００８１】
　また、ＬＣＤ表示部は、ワイド画像フォーマットのアスペクト比に対応するため、ワイ
ド画面を活用して、複数の画像を同時に表示することができる。
【００８２】
　また、ズームレバーは、光学ズームの変倍率と電子ズーム枠の大きさに関する情報とを
受け付ける。このように、同一の操作入力手段が光学ズームの変倍率および電子ズーム枠
の大きさに関する情報の双方を受け付けることによって、部品点数が削減されることとな
るため、撮像装置を安価に構築することができる。
【００８３】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置２１の構成を示すブロック図である。
【００８４】
　実施の形態１では、撮像装置は、拡大画像の構図が確定すると、拡大画像を更新せずに
表示していた。また、撮像装置は、拡大画像と共に表示する撮影画像の画像領域内に拡大
画像の範囲を示す電子ズーム枠を表示していた。これに対し、本実施の形態に係る撮像装
置は、拡大画像の構図が確定すると、撮影画像を更新せずに表示する。以下、更新せずに
表示される撮影画像を参照画像と呼ぶ。参照画像は、光学ズームにより得られる撮影画像
と共に表示される。また、本実施の形態において、撮像装置は、光学ズームにより得られ
る撮影画像の範囲を示す枠（以下、光学ズーム枠と呼ぶ）を参照画像の画像領域内に表示
する。以下、実施の形態１において選択される補助モードと区別するために、本実施の形
態において選択される補助モードを第２の補助モードと呼ぶ。
【００８５】
　図６に示す撮像装置２１は、図１に示す実施の形態１に係る撮像装置２１と比較すると
、角速度センサ１９と、ぶれ補正レンズ駆動部２０とをさらに備え、撮影レンズ群１は、
ぶれ補正レンズ１ｂをさらに含む点で相違する。それ以外の構成は、実施の形態１と同様
であるため、図１と同様の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
【００８６】
　角速度センサ１９は、例えばジャイロであって、撮像装置２１の角速度を検出する。角
速度センサ１９は、例えば、ぶれ補正機能を搭載した撮像装置２１に搭載されている。
【００８７】
　マイクロコンピュータ７は、角速度センサ１９によって検出された角速度に基づいて、
ユーザの手ぶれ等による画像の変動速度を算出する。具体的には、マイクロコンピュータ
７は、光軸Ｌに垂直な画像面に対する縦軸方向および／または横軸方向の画像の変動速度
を算出する。
【００８８】
　ぶれ補正レンズ駆動部２０は、マイクロコンピュータ７によって算出された変動速度に
応じて、補正レンズ１ｂを駆動する。具体的には、ぶれ補正レンズ駆動部２０は、光軸Ｌ
に垂直な画像面に対して、縦軸方向および／または横軸方向にぶれ補正レンズ１ｂを移動
させ、手ぶれ等による撮影時の像ぶれを補正する。
【００８９】
　本実施の形態において、記憶部１８に格納されている補助モード関連情報は、光学ズー
ム枠を表示するために必要な情報をさらに含む。光学ズーム枠を表示するために必要な情
報とは、例えば、光学ズーム枠の形状や大きさ、配置に関する情報である。
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【００９０】
　本実施の形態に係る撮像装置２１の動作は、図２に示す実施の形態１に係る撮像装置２
１の動作と比較すると、ステップＳ１３において選択される補助モードと、ステップＳ１
７における構図適合処理とが相違する。それ以外の動作は、第１の実施形態と同様である
ため、図２および図３を援用し、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００９１】
　図２のステップＳ１３において、撮像装置２１は、ユーザによって選択された補助モー
ドを受け付ける。ここで、実施の形態１において選択される第１の補助モードと区別する
ために、実施の形態２において選択される補助モードを第２の補助モードと呼ぶ。
【００９２】
　実施の形態１と同様に、ステップＳ１５において、ユーザは、ズームレンズ１ａが最短
焦点距離状態にあるときに形成された第１の画像Ｐ１中に表示された電子ズーム枠Ｆａの
大きさをズームレバー１０で変更し、あるいは電子ズーム枠Ｆａを電子ズーム枠移動スイ
ッチ９ｂにて上下左右に移動して、電子ズーム枠Ｆａ内の画像を拡大した第２の画像Ｐ２
を参照しながら構図を決定する。
【００９３】
　図７（ａ）は、ユーザが第２の画像Ｐ２の構図を決定する際に、ＬＣＤ表示部１３に表
示される画像の一例を示す図である。なお、図７（ａ）に示す画像は、ユーザが構図を確
定する直前の状態である。
【００９４】
　ユーザが第２の画像Ｐ２の構図を確定し、図示しない決定キーを押圧すると、撮像装置
２１は、ステップＳ１７において、構図適合処理を行う。図８は、図２の構図適合処理に
おける撮像装置２１の動作を示すフローチャートである。
【００９５】
　まず、ステップＳ４１において、マイクロコンピュータ７は、第１の画像Ｐ１を表示す
るための画像信号（以下、第１の画像信号と呼ぶ）をバッファメモリ１５に格納するよう
記録制御部１７に指示する（ステップＳ２７）。記録制御部１７は、第１の画像信号をバ
ッファメモリ１５に格納する。そして、マイクロコンピュータ７は、バッファメモリ１５
に格納された第１の画像信号を表示制御部１４に渡す。
【００９６】
　ステップＳ４２において、表示制御部１４は、第１の画像信号に基づく画像を参照画像
としてＬＣＤ表示部１３に表示させる。また、このとき、電子ズーム枠Ｆａも参照画像と
共に表示されている。
【００９７】
　ステップＳ４３において、表示制御部１４は、ＬＣＤ表示部１３の表示を切り替える。
具体的には、表示制御部１４は、拡大画像である第２の画像Ｐ２に替えて、撮影画像をＬ
ＣＤ表示部１３に表示させる。以下、第２の画像Ｐ２に替えて表示される撮影画像を第３
の画像と呼ぶ。
【００９８】
　ステップＳ４４において、マイクロコンピュータ７は、ズームレンズ１ａが最短焦点距
離状態にあるときに形成された参照画像に対する第２の画像Ｐ２の倍率を算出する。倍率
を算出する対象となる第２の画像は、第３の画像に切り替えられる直前にＬＣＤ表示部１
３に表示されていた拡大画像である。
【００９９】
　続くステップＳ４５において、撮像装置２１は、被写体の像を光学的に拡大する。マイ
クロコンピュータ７は、ズームレンズ駆動部８にズームレンズ１ａを駆動させ、被写体の
像が通知された倍率と等しくなる位置にズームレンズ１ａを移動させる。このとき、初期
設定として、参照画像Ｐ３の中央部に位置する被写体の像が光学的に拡大されるものとす
る。
【０１００】
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　図７（ｂ）は、ステップＳ４５の動作によってＬＣＤ表示部１３に表示される表示画像
の一例を示す図である。図７（ｂ）に示すように、第１の画像Ｐ１が表示されていた領域
には、参照画像Ｐ４が表示されている。また、第２の画像Ｐ２が表示されていた領域には
、光学ズームにより得られた第３の画像Ｐ５が表示されている。また、参照画像Ｐ４の画
像情報として"参照画像：１．０倍"が表示され、第３の画像Ｐ５の画像情報として"光学
画像：７．３倍"が表示される。
【０１０１】
　ステップＳ４６において、表示制御部１４は、参照画像Ｐ４の中央部に光学ズーム枠Ｆ
ｂを表示させる。図７（ｂ）に示すように、光学ズーム枠Ｆｂは、参照画像Ｐ４の中央部
に位置する。
【０１０２】
　ステップＳ４７において、撮像装置２１は、ユーザの指示に応じて光学ズーム枠Ｆｂを
移動させる。ユーザは、第３の画像Ｐ５の構図が確定した構図と一致するように撮像装置
２１の向きを変更する。具体的には、ユーザは、参照画像Ｐ４を参照し、光学ズーム枠Ｆ
ｂと電子ズーム枠Ｆａとが重なるように撮像装置２１の向きを変更する。ユーザが撮像装
置２１の向きを変更すると、マイクロコンピュータ７は、角速度センサ１９によって検出
された角速度を積分し、参照画像Ｐ４における光学ズーム枠Ｆｂの移動量を算出する。マ
イクロコンピュータ７は、算出した光学ズーム枠Ｆｂの移動量を表示制御部１４に通知す
る。表示制御部１４は、通知された光学ズーム枠Ｆｂの移動量に応じて、光学ズーム枠Ｆ
ｂを参照画像Ｐ４上で移動させる。
【０１０３】
　ここで、図７（ｂ）および（ｃ）に示すように、撮像装置２１の向きが変更された場合
における、光学ズーム枠Ｆｂの移動量の算出方法について説明する。図９は、撮像装置２
１、参照画像Ｐ４および光学ズーム枠Ｆｂの配置を模式的に示す上面図である。
【０１０４】
　図９は、撮像装置２１および被写体の実際の位置関係を示すものではなく、ＬＣＤ表示
部１３に表示される撮影画像を投影した図である。Ｗは、参照画像Ｐ４の幅を表し、αは
、ズームレンズ１ａが最短焦点距離状態にある撮像装置２１の画角を表す。βは、第３の
画像Ｐ５を表示するために光学ズームで撮像する撮像装置２１の画角を表し、ｄｘは、光
学ズーム枠Ｆｂの移動量を表す。また、θは、撮像装置２１が検出した回転角を表し、Ｒ
は、仮想距離を表す。光学ズーム枠Ｆｂの移動量ｄｘは、画角α、画像幅Ｗ、仮想距離Ｒ
の関係と、回転角θより一義的に求められる。光学ズーム枠Ｆｂの移動量ｄｘは、
　ｄｘ＝Ｗｔａｎθ／（２ｔａｎ（α／２））
と表される。
【０１０５】
　ユーザは、移動する光学ズーム枠Ｆｂが、固定表示された電子ズーム枠Ｆａと重なるよ
うに撮像装置２１の向きを変える。例えば、図７（ｂ）の状態から、ユーザが左上方向に
撮像装置２１の向きを変えると、図７（ｃ）に示すように、光学ズーム枠Ｆｂは、Ｆｂ'
の位置に移動する。光学ズーム枠Ｆｂが電子ズーム枠Ｆａと重なる状態まで撮像装置２１
の向きを変えると、第３の画像Ｐ５の構図は、図７（ａ）において、第２の画像Ｐ２を参
照して確定した構図と一致する。このようにして、移動する光学ズーム枠Ｆｂを参照しな
がら撮像装置２１の向きを変えることにより、第３の画像Ｐ５の構図を確定した構図に容
易に一致させることができる。
【０１０６】
　以降のステップＳ１８～Ｓ２１における撮影準備作業、撮影、記録、およびプレビュー
表示は、実施の形態１と同様であるため、説明は省略する。
【０１０７】
　以上のように、本実施の形態によれば、拡大画像の構図が確定されると、撮像装置には
、光学ズームにより得られた撮影画像がズームレンズが最短焦点距離状態にあるときに形
成された参照画像と共に表示される。参照画像には、確定された画像の画像範囲を示す電
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子ズーム枠と、光学ズームにより得られる撮影画像の範囲を示す光学ズーム枠とが表示さ
れる。ユーザは、光学ズーム枠が電子ズーム枠に重なるように、撮像装置の向きを変える
ことによって、撮影画像の構図を、拡大画像を参照して確定した構図と確実に一致させる
ことができる。これにより、ユーザは、光学ズームにより得られた撮影画像の構図を迅速
かつ容易に決定することができる。
【０１０８】
　また、参照画像と共に光学ズーム枠が表示されるため、ユーザは、光学ズームにより得
られた撮影画像が、ズームレンズ１ａが最短焦点距離状態にあるときに形成された参照画
像のどこに位置するのかを容易に把握することができる。したがって、本実施の形態は、
設定される光学ズーム枠が小さい場合、つまり、撮像装置が高倍率のズーム機能を備えて
いる場合に特に有効である。
【０１０９】
　また、拡大画像の構図が確定すると、撮像装置は、拡大画像の倍率に応じて、被写体の
像を光学的に変倍する。これにより、ズーム作業の２度手間を防止することができると共
に、電子ズームによる画像の拡大に伴う画質の劣化を防止することができる。
【０１１０】
　なお、本実施の形態２において、画面に表示された光学ズーム枠を移動させる手段とし
て、ぶれ補正機能のために搭載された角速度センサによる角速度の検出を利用するものと
して説明したが、撮像装置の回転方向の移動量を検出する手段であればよく、角速度セン
サに限定されるものではない。
【０１１１】
　なお、各実施の形態において、ワイド画像フォーマットは、アスペクト比が１６：９で
あるものとして説明したが、アスペクト比は、１６：９に限定されるものではない。
【０１１２】
　また、各実施の形態において、撮像素子およびＬＣＤ表示部のアスペクト比がワイド画
像フォーマットのアスペクト比と同等であるものとして説明したが、撮像素子およびＬＣ
Ｄ表示部のアスペクト比は、これに限定されるものではない。撮像素子およびＬＣＤ表示
部は、標準画像フォーマットのアスペクト比を有していてもよく、また、縦長のアスペク
ト比を有するものであってもよい。例えば、撮像素子およびＬＣＤ表示部が標準画像フォ
ーマットと同等の形状を有している場合、ワイド画像フォーマットが選択された際に、上
下領域を不使用領域として、ワイド画像フォーマットに対応する画像の取り込みや、表示
に対応してもよい。
【０１１３】
　また、ステップＳ１６において、構図が確定された際に、電子ズーム枠内の画像（第２
の画像）をトリミングして記録メディアに記録することとしてもよい。この場合、トリミ
ングを指示するためのスイッチを割り当て、構図を確定した際に、ユーザからのトリミン
グ指示を受け付けることとすればよい。これは、撮像素子の高精細化が進んでいるため、
電子ズーム枠内の画像を拡大しても十分な画質を得ることができる場合があるためである
。このとき、第２の画像の下部に表示する画像情報に電子ズーム枠内の画素数を表示し、
トリミングする画像がユーザに十分な画素数を有しているか否かの判断を促してもよい。
【０１１４】
　また、各実施の形態において、第１および第２の画像の下部に表示される画像情報は、
撮影画像または拡大画像の区別と、倍率とを示すものとして説明した。ここで、表示され
る画像情報は、画像の区別や倍率に限られず、その他の情報、例えば、露出や、シャッタ
スピード、合焦具合等を表示してもよい。
【０１１５】
　また、構図を決定する際の参照画面として表示される第１の画像は、ズームレンズが最
短焦点距離状態にあるときに形成された画像、すなわち光学ズーム１．０倍の画像である
ものとして説明したが、必ずしもズームレンズが最短焦点距離状態にあるときに形成され
た画像である必要はない。例えば、ユーザにより補助モードが選択された際に、ズームレ
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ンズが位置する焦点距離において得られる画像を第１の画像として表示してもよい。
【０１１６】
　さらに、図３のステップＳ２５において、ズームレバー１０をズームレンズ１ａの駆動
から切り離すこととしたが、電子ズームを行う別のレバーもしくはスイッチを設けてもよ
い。その場合、ステップＳ２５において、ズームレバー１０をズームレンズ１ａの駆動か
ら切り離す必要はない。
【０１１７】
　さらに、図２のステップＳ１４～Ｓ１６において、ＬＣＤ表示部には、第１および第２
の画像が共に表示されるものとして説明した。ここで、第１の画像のみをＬＣＤ表示部全
体に表示させておいて、別に割り当てた切り替えスイッチの押圧により、第２の画像や参
照画像に切り替えて表示させることとしてもよい。これは、ステップＳ１２において、ワ
イド画像フォーマットが選択された場合に特に有効な手段である。同時に２つのワイド画
像を表示すると、表示効率が悪く画像が小さくなってしまう場合においても、画像全体に
おける位置を把握しつつ、所望の構図を瞬時に確認することができる。
【０１１８】
　また、各実施の形態において、撮像装置はオートズーム機能を備えており、ユーザによ
り第２の画像の構図が確定されると、自動的に倍率を算出し、被写体の像を光学的に変倍
していた。ここで、本発明は、マニュアルズーム機能を備える撮像装置にも適用可能であ
る。マニュアルズーム機能を備える撮像装置に本発明を適用する場合、ユーザは第２の画
像の構図を確定すると、光学像の変倍を手動で行う。このとき、撮像装置は、参照画像の
倍率を表示すると共に、光学ズームにより得られた撮影画像の倍率を算出して、画像情報
として表示するとよい。また、撮像装置は、倍率を表示する代わりに、ユーザが光学ズー
ムを実行した際に、光学ズームにより得られる撮影画像の倍率が参照画像の倍率と一致し
たか否かをユーザに通知することとしてもよい。例えば、光学ズームにより得られる撮影
画像の倍率が参照画像の倍率と一致した場合に、倍率が一致したことを示す情報を撮像装
置に表示させてもよく、また逆に、光学ズームにより得られる撮影画像の倍率が参照画像
の倍率と一致していない場合に、倍率が不一致であることを示す情報を撮像装置に表示さ
せておき、倍率が一致したときに当該情報を非表示としてもよい。また、倍率を表示する
代わりに、光学ズームにより得られる撮影画像の倍率と、参照画像の倍率との差を表示す
ることとしてもよい。
【０１１９】
　また、各実施の形態において、撮像装置は、ユーザによりレリーズスイッチが操作され
て静止画を取得するデジタルスチルカメラである場合を例に説明したが、撮像スイッチが
操作されている間、所定のタイミングで画像が取得され続けるデジタルビデオカメラとし
ても適用可能である。また、各実施の形態に係る撮像装置は、監視カメラ、車載カメラ、
ウェブカメラに適用してもよい。この場合、ユーザがレリーズスイッチを操作することが
困難な場合があり得るが、レリーズスイッチを所定のタイミングで自動的に操作したり、
遠隔操作したりすることによって、撮像のタイミングを制御してもよい。
【０１２０】
　また、各実施の形態に係る撮像装置は、撮像装置の動作を司るシステムコントローラと
して、マイクロコンピュータ、ＡＦ制御部、操作パネル制御部、表示制御部、および記録
制御部を個別に備えるものとして説明した。ここで、システムコントローラを、パーソナ
ルコンピュータや、携帯電話端末の制御ＣＰＵに代用させてなる撮像システムに適用する
ことも可能である。その他、各構成要素同士は、任意の組み合わせが可能であり、例えば
、撮像光学系および撮像素子とその他の構成とが物理的に分離され、被写体の電気的な画
像信号を出力する撮像装置と、当該撮像装置から出力される画像信号を処理する処理装置
とを備えるシステム例や、撮影光学系、撮像素子、画像処理部（アナログ信号処理部、Ａ
／Ｄ変換部、およびデジタル信号処理部）と、その他の構成とが物理的に分離されたシス
テム例など様々な組み合わせを考えてよい。
【産業上の利用可能性】
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【０１２１】
　本発明によれば、ズーム機能を利用して撮影する際に、効率よく構図を決定することが
できる撮像装置および撮像システム等が提供される。
【符号の説明】
【０１２２】
１　撮影レンズ群
１ａ　ズームレンズ
７　マイクロコンピュータ
８　ズームレンズ駆動部
９ａ　補助モード選択スイッチ
９ｂ　画像枠移動スイッチ
１０　ズームレバー
１３　ＬＣＤ表示部
１４　表示制御部
１５　バッファメモリ
１６　記録メディア
１７　記録制御部
１８　記憶部
１９　角速度センサ
２０　ぶれ補正レンズ駆動部
２１　撮像装置
Ｆａ　電子ズーム枠
Ｆｂ　光学ズーム枠

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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